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児
童
手
当
法
の
改
正
に
よ
り
、

支
給
月
額
は　

年
４
月
分
の
手
当

１９

か
ら
３
歳
未
満
の
第
１
子
、
第
２

子
も
第
３
子
以
降
と
同
様
、
１
万

円
の
給
付
と
な
り
ま
す
（
従
来
の

支
給
月
額
は
、
第
１
子
、
第
２
子

が
５
０
０
０
円
、
第
３
子
以
降
が

１
万
円
）。

解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
完
成
予
想
図
を
含
む
、

お
知
ら
せ
用
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ

を
東
久
留
米
駅
各
改
札
口
周
辺
に

設
置
し
ま
す
。
チ
ラ
シ
は
、
市
都

市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）
と
広

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、

義
務
教
育
就
学
前
の
乳
幼
児
を
対

象
に
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
受
給
に

は
所
得
制
限
が
あ
り
、
毎
年
保
護

者
の
所
得
を
確
認
し
た
上
で
、
乳

幼
児
医
療
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

従
来
２
歳
未
満
の
乳
幼
児
に
つ

い
て
は
、
保
護
者
の
所
得
に
か
か

わ
ら
ず
医
療
証
を
交
付
し
て
き
ま

し
た
が
、
４
月
１
日
か
ら
対
象
を

４
歳
未
満
児
ま
で
に
拡
大
し
ま
す

（
入
院
時
の
食
事
負
担
金
の
助
成

対
象
は
従
来
通
り
１
歳
未
満
の
乳

次
の
よ
う
な
方
は
国
保
の

加
入
・
喪
失
の
手
続
き
を

　

市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
会
社
の

健
康
保
険
等
に
加
入
し
て
い
な
い

方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必
ず
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

会
社
を
退
職
し
、
会
社
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま
た
は

会
社
に
就
職
し
て
会
社
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
に
は
、
国
民

健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
お
忘
れ

な
く
。
国
保
加
入
・
喪
失
・
変
更

す
る
の
に
必
要
な
書
類
等
は
下
表

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
の
健
康
保
険
に 

入

れ

ま

せ

ん

か

　

会
社
や
工
場
等
の
法
人
に
勤
務

さ
れ
て
い
る
方
や
、
そ
の
家
族
の

加入・喪失・変更の際に必要な書類等 手続きが必要なとき
他の市区町村の転出証明書、印鑑（認印）市に転入してきたとき

国
保
に
入
る
場
合

職場の健康保険をやめた証明書（資格喪失証
明書等）、印 鑑（認 印）、被保険者証（世帯主
に変更があるとき）

会社の健康保険をやめたとき

被扶養者からはずれた証明書、印鑑（認印）、
被保険者証（世帯主に変更があるとき）

会社の健康保険の被扶養者からはず
れたとき

被保険者証、母子健康手帳、世帯主名義口座
番号の分かるもの、印 鑑（認印）

子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知、印鑑（認印）
生活保護を廃止するようになったと
き

被保険者証、印鑑（認印）市から転出するとき国
保
を
や
め
る
場
合

国保と会社の両方の被保険者証、印鑑（認印）
会社の健康保険に入ったとき、また、
被扶 養者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認できるも
の（会葬御礼のはが き等）、喪主の口座番号
が分かるもの、印鑑（認印）

死亡したとき

生活保護開始決定通知、印鑑（認印）生活保護を受けるようになったとき

被保険者証、年金証書、印鑑（認印）退職者医療制度の対象になったとき

そ
の
他
の
変
更

被保険者証、印鑑（認印）

退職者医療制度の対象でなくなった
とき▼市内で住所が変わったとき▼
世帯主や氏名が変わったとき▼世帯
が分かれたり、一緒になったとき

被保険者証、新住所の住民票、在学証明書、
印鑑（認印）

修学のため別に住所を定めるとき

窓口で再交付の申請が必要、印鑑（認印）被保険者証を無くしたとき

※世帯主の自筆署名の場合、印鑑（認印）は省略できます。

幼
児
の
み
）。

　

今
回
の
年
齢
拡
大
に
伴
い
、
対

象
と
な
る
乳
幼
児
の
い
る
ご
家
庭

に
は
、
４
月
上
旬
ご
ろ
に
申
請
書

等
を
通
知
し
ま
す
の
で
、
次
の
書

類
と
併
せ
て
子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
２
階
）
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
通
知
が
届
か
な
い
場
合
で
も
、

市
内
在
住
の
４
歳
未
満
児
で
乳
幼

児
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
申
請
時
に
必
要
な
書
類
】①
申

請
書
（
通
知
書
に
同
封
）
②
健
康

保
険
証
の
写
し
（
申
請
者
〈
保
護

者
〉
と
対
象
乳
幼
児
の
も
の
）
③

　

年
１
月
２
日
以
降
に
東
久
留
米

１８市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
同
年
１

月
１
日
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
市

区
町
村
長
の
証
明
す
る
「
平
成　
１８

年
度
（
平
成　

年
分
）
所
得
証
明

１７

書
」
④
印
鑑
（
朱
肉
用
の
も
の
）

　

※
今
回
の
改
正
に
伴
い
、
５
月

　

日
（
木
）
ま
で
に
申
請
を
行
っ

３１た
方
に
対
し
て
は
、
同
医
療
証
の

資
格
を
４
月
１
日
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
交
付
し
ま
す
。

　
【
４
月
１
日
か
ら
医
療
証
が
手

元
に
届
く
ま
で
の
間
に
診
療
・
調

剤
を
受
け
た
場
合
】
次
の
書
類
を

持
参
の
上
、
医
療
費
等
の
払
い
戻

し
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
医
療
費
・
調
剤
の
領
収
書（
受

診
者
氏
名
・
診
療
年
月
日
・
保
険

点
数
・
領
収
金
額
等
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
）
②
健
康
保
険
証
③

乳
幼
児
医
療
証
（
今
回
交
付
さ
れ

た
も
の
）
④
保
護
者
の
銀
行
口
座

（
郵
便
局
以
外
）の
分
か
る
も
の
⑤

印
鑑
（
朱
肉
用
の
も
の
）

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

４月１日から

　

た
だ
し
、
３
歳
に
到
達
し
た
月

分
ま
で
が
１
万
円
と
な
る
も
の
で
、

そ
の
翌
月
分
か
ら
は
５
０
０
０
円

と
な
り
ま
す
（
第
３
子
以
降
は
３

歳
に
到
達
し
た
翌
月
か
ら
も
１
万

円
の
ま
ま
）。
支
払
時
期
は
、通
常

通
り
６
月
（
２
〜
５
月
分
）・　

月
１０

（
６
〜
９
月
分
）・
２
月
（　

〜
１

１０

月
分
）
の
年
３
回
で
す
。

　

今
回
の
改
正
は
４
月
分
か
ら
と

な
り
ま
す
の
で
、
改
正
の
対
象
の

方
は
６
月
期
の
支
払
い
か
ら
増
額

と
な
り
ま
す
。

　

※
こ
の
改
正
に
伴
う
申
請
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
�
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

方
は
、
会
社
の
健
康
保
険
や
厚
生

年
金
等
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
て
、
病
気
や
け
が

を
し
た
と
き
に
は
必
要
な
保
険
給

付
が
行
わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ
せ

る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
は
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

勤
務
日
数
、
時
間
が
一
般
の
従
業

員
の
お
お
む
ね
４
分
の
３
以
上
あ

る
場
合
は
、
会
社
の
健
康
保
険
や

厚
生
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
事

業
所
で
あ
っ
て
も
、
従
業
員
が
５

人
以
上
い
る
場
合
も
同
様
で
す
。

　

会
社
の
健
康
保
険
等
へ
の
加
入

に
つ
い
て
は
、
職
場
の
担
当
者
や

管
轄
の
社
会
保
険
事
務
所
等
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

※
「
法
人
」
と
は
、
公
・
私
法

人
、
営
利
法
人
や
公
益
法
人
、
社

団
法
人
、
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ

ん
。
一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉

法
人
、
医
療
法
人
、
学
校
法
人
等

の
特
殊
法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都

道
府
県
、
市
区
町
村
の
地
方
公
共

団
体
も
含
ま
れ
ま
す
。

《
各
種
問
い
合
わ
せ
先
》

   
●
社
会
保
険
（
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
）
に
関
す
る
こ
と
＝
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１

５６

　

●
労
働
基
準
・
労
災
に
関
す
る

こ
と
＝
三
鷹
労
働
基
準
監
督
署
�

０
４
２
２
・　

・
１
１
６
１

４８

　

●
労
働
問
題
に
関
す
る
こ
と
＝

三
鷹
労
政
事
務
所
�
０
４
２
２
・

　

・
６
１
１
０

４７
　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課
国
保

年
金
資
格
係
�
４
７
０
・
７
７
３

２
へ
。

　

皆
様
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い

る
北
口
駅
舎
は
、
老
朽
化
の
た
め

取
り
壊
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
北
口
改
札
口

は
廃
止
し
ま
す
が
、
北
口
は
引
き

続
き
残
り
、
橋
上
改
札
口
ま
で
連

絡
通
路
を
設
置
し
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
上
下
）
に
も
対
応
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
連
絡

通
路
に
は
商
業
施
設
等
も
併
設
し
、

に
ぎ
わ
い
の
あ
る
利
用
し
や
す
い

施
設
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
ホ
ー

ム
の
所
沢
方
面
に
は　

両
編
成
に

１０

対
応
で
き
る
よ
う
屋
根
を
増
築
し
、

雨
の
日
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り

ま
す
。

　

工
事
は　

年
度
に
着
手
し
、　

１９

２０

年
度
末
の
完
成
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
駅
を
ご
利
用
の
皆
様
の
ご
理

男

女

平

等

推

進 

セ
ン
タ
ー
嘱
託
員

　
【
勤
務
内
容
】男
女
平
等
推
進
セ

ン
タ
ー
事
業
に
関
す
る
事
務

　
【
勤
務
時
間
】
月　

日
（
１
２
８

１６

書
類
を
生
活
文
化
課
（
市
役
所
２

階
）
に
直
接
持
参
、
ま
た
は
４
月

　

日
（
金
）
ま
で
に
（
必
着
）、
〒

１３２
０
３－

８
５
５
５
、
市
役
所
生

活
文
化
課
男
女
共
同
参
画
係
あ
て

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】４
月
２
日

時
間
）

　
【
勤
務
場
所
】男
女
平
等
推
進
セ

ン
タ
ー

　
【
雇
用
期
間
】５
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
３１

　
【
報
酬
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】昭
和　

年
４
月
２

２２

日
〜　

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

６０

方
で
、
男
女
共
同

参
画
社
会
の
形

成
に
つ
い
て
理

解
を
有
し
、
社
会

教
育
・
福
祉
な
ど

男
女
平
等
推
進

セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
資
す
る
実
務

経
験
を
持
つ
方

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　
【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
、
面
接

の
上
、
決
定

　
【
応
募
方
法
】４
月
９
日（
月
）〜

　

日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
〜
午

１３後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除

く
）
に
、
募
集
要
項
に
あ
る
必
要

報
課
（
同
２
階
）
に

も
置
い
て
あ
り
ま

す
。

　

お
問
い
合
わ
せ

や
ご
意
見
等
、
詳
し

く
は
西
武
鉄
道
お

客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

�　

・
２
９
９
６
・

０４
２
８
８
８
ま
た
は

西
武
鉄
道
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
年
６
回
、
耐
震
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

　
【
日
時
・
会
場
】
下
表
の
通
り

　
【
相
談
員
】東
久
留
米
建
築
設
計

協
会
会
員

耐震相談会年間日程
会　場日　時

市役所１階

屋内ひろば

午後２時

　～５時

　　４月１１日（水）

　　６月１３日（水）

８月８日（水）

　　１０月１０日（水）

　　１２月１２日（水）

２０年２月１３日（水）

　
【
費
用
】
無
料

　

申
し
込
み
は
各
相
談
日
の

前
日
ま
で
に
、
電
話
で
同
協

会
事
務
局
（
桑
原
建
築
設
計

事
務
所
）
�
４
７
６
・
１
５

１
５
へ
。

　

※
当
日
の
受
け
付
け
も
で

き
ま
す
が
、
お
待
ち
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

図
面
等
が
あ
れ
ば
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課
計

画
調
整
係
�
４
７
０
・
７
７

６
２
へ
。

（
月
）
〜　

日
（
木
）
に
同
課
（
土

１２

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
お
よ
び
男

女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
（
火
曜
日

を
除
く
、
午
前
９
時
〜
午
後
７
時

半
）
で
配
布
し
ま
す

　

詳
し
く
は
同
課
�
４
７
０
・
７

７
３
８
へ
。

児童手当法が改正

国
民
年
金
保
険
料 

納
付
案
内
書
を
送
付

　
　

年
度
国
民
年
金
保
険
料
納

１９
付
案
内
書
を
、
４
月
上
旬
に
国

民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
へ
送

付
し
ま
す
（
口
座
振
替
を
利
用

中
の
方
を
除
く
）。

　

送
付
さ
れ
る
書
類
は
次
の
通

り
で
す
。

　

①
納
付
案
内
書
（　

年
度
の

１９

保
険
料
額
と
納
付
期
限
が
記

載
）
②
口
座
振
替
納
付
申
出
書

③
前
納
納
付
書
（　

年
度
１
年

１９

前
納
用
・
半
年
上
期
・
下
期
用
）

④
各
月
分
納
付
書
（　

年
４
月

１９

〜　

年
３
月
分
）

２０

　

前
納
用
、
各
月
用
の
い
ず
れ

か
を
選
ん
で
、
全
国
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
社
会
保
険
事
務
所

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

歳
の
方
に
年
金
加

３５入
記
録
の
通
知
開
始

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
見

込
額
等
の
年
金
個
人
情
報
の

提
供
サ
ー
ビ
ス
を
進
め
て
い

ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、　
１９

年
３
月
か
ら　

歳
の
方
を
対

３５

象
に
、
保
険
料
納
付
実
績
な
ど

を
お
知
ら
せ
す
る
「
年
金
記
録

加
入
通
知
」
を
、　

歳
の
誕
生

３５

月
の
前
月
に

社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー

か
ら
送
付
し

て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
方
に
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

社
会
保
険
庁
で
記
録
管
理

を
し
て
い
な
い
共
済
組
合
員

▼
住
所
記
録
が
未
収
録
の
方

▼
外
国
居
住
者

　

保
険
料
納
付
書
と
年
金
加

入
記
録
通
知
等
、
詳
し
く
は
武

蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
�
０

４
２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

ご利用ください

西
武
鉄
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

乳幼児医療費助成制度

所得制限の撤廃対象
４歳未満児までに拡大

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

春
は
異
動
の
時
期

春
は
異
動
の
時
期

３３歳未満の歳未満の
第第１子・第２１子・第２子子
手当額が変更手当額が変更

東
久
留
米
駅
北
口
駅
舎
を
建
て
替
え

耐　震
相談会

〜
橋
上
改
札
口
へ
の
連
絡
通
路
を
設
置
し

　
　
　
　
　
　
　
　

改
札
口
は
廃
止
し
ま
す
〜

◆西武鉄道ホームページアドレス
http://www.seibu-group.co.jp/railways/


